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第２章 地域農林業を取り巻く現状及び環境の変化 

第１節 地域の概況 

山武農業事務所が管轄する山武地域は県の中央東部に位置し、３市３町の自治体に 

より構成されています。 

地域の総面積は県土面積の８.３％に当たる４２８.７平方キロメートル     

（４２,８６８ｈａ）であり、太平洋に面した平坦な九十九里平野と、北西部のなだらか

な下総台地からなり、年間平均気温１５.７度、年間降水量平均１,５２８mm の温暖な 

海洋性気候で、農林業に適した土地です。また、圏央道、千葉東金道路、成田空港と   

いった輸送インフラが近郊に整備され、農畜産物の大消費地である東京都の中央卸売 

市場大田市場や東京食肉市場までは７０ｋｍ程度（トラック便で２時間弱、有料道路  

利用では１時間程度。）、海外への玄関口である成田空港へは３０ｋｍ程度（トラック便

で４５分程度。）と、農畜産物の輸送にも利便性が高い場所に位置しています。 

直近の令和２年の国勢調査によれば、地域全体の人口は県人口の３.２％に当たる  

１９万９千人で、１５歳から６５歳未満の生産年齢人口は１１万２千人、６５歳以上の

高齢者人口は６万８千人です。１０年前の平成２２年の国勢調査では総人口２１万９千

人、生産年齢人口は１３万９千人、高齢者人口は５万３千人でしたので、地域経済を  

担う生産年齢人口の減少と高齢化は進展しており、今後の地域経済の維持・発展に   

向けた取組が求められています。 
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第２節 地域農林業の動向 

地域の農業は、前述の温暖な気候と首都圏内という恵まれた立地により、九十九里  

平野では、稲作を中心に露地野菜では地域特産のねぎ、施設野菜ではトマト、きゅうり、

なす、いちご等が、下総台地の畑地帯では、にんじんを中心とした露地野菜を主体に、

施設野菜、花卉などが主要農産物となっています。畜産は、酪農、肉牛、養豚、採卵鶏

などが経営されています。 

令和元年の農業産出額※１は４３６億円で、県全体の１１％を占め、県内第４位の  

農業が盛んな地域です。 

部門別では、野菜２０９億円※２（４７.８％）※３、米１１２億円（２５.６％）、畜産

７９億円（１８.０％）などとなっており、野菜・花卉・果樹の園芸部門が２２０億円  

（５０.３％）と過半を占めています。 
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※１ 農林水産省「令和元年市町村別農業産出額（推計）」 

※２ 野菜の額にはいも類３.７億円を含んでいます 

※３ 割合は四捨五入しているため合計が１００%になりません 
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第３節 地域農林業を取り巻く環境の変化 

１ 山武地域の担い手の現状 

（１）経営体・従事者の減少 

農林業センサスによれば、販売のある農業経営体数は平成２２年から１０年後の 

令和２年にかけて約３７％減少しています。また、農業従事者数は平成２２年から  

１０年後の令和２年にかけて約３５％減少するとともに高齢化率が上昇しています。 
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（２）規模拡大・法人化・認定農業者の状況 

３ｈａ以上の経営耕地面積を持つ農業経営体の割合は、平成２２年には１４.２％

（全県では１１％）でしたが、令和２年には２１.５％（全県では１６.４％）と、   

農業経営体当たりの規模拡大は進展しています。 

また、平成２２年において法人化していた農業経営体は８５経営体でしたが、   

令和２年には９７経営体と１２経営体増加しています。 

さらに、平成２２年３月末における認定農業者数は７７２経営体でしたが、    

令和２年３月末には８２２経営体と認定農業者は５０経営体増加しているとともに、

その経営基盤となる耕作地も地域外の他市町村への進出が増えています。 

 

（３）新規就農 

平成２８年から令和２年までの５年間の新規就農者は１９２名であり、毎年、   

３８名程度が就農しています。 

各市町が国の助成を受けて新規就農者を支援する「農業次世代人材投資事業」では、

令和２年までの５年間で３５名（年平均７名）が事業による交付金を受けて就農して

います。 

 

（４）人・農地プラン 

平成２４年に開始された「人・農地プラン」は、地域での話し合いをもとに中心的

な農業経営体へ農地を集積し、持続可能な地域農業の発展を図る仕組みですが、   

令和３年度末までには３市３町の５０地区で人・農地プランが作成され、農地を集積   

すべき中心経営体のリストが地域の合意のもとに作られています。 

 

（５）スマート農業 

水稲経営、施設園芸や畜産経営では情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したスマート  

農業技術の導入が進んでおり、農作業の省力化の他、作物や家畜の成長量や行動を  

データ化することにより、農畜産物の増産にも役立っています。 

 

２ 農地の確保と担い手への農地集積 

（１）担い手への農地集積の状況と荒廃農地の状況 
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令和２年度末における山武地域の耕地面積は１７,１６９ｈａで、平成２７年の  

耕地面積１７,４６４ｈａから２９５ｈａ減少しました。 

認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織や市町基本構想達成者等の４類型の  

担い手への農地の集積率は２６.３％と平成２７年の２１.５％から約５ポイント向上

しました。 

令和２年の山武地域の荒廃農地面積※は約３８２ｈａであり、平成２７年の    

約９７８ｈａから５９６ｈａ縮小しています。 

※「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領」に基づき、市町村及び農業委員会が現地調査等を実施。 

３ 生産物及び生産工程の安全・安心の確保 

消費者の皆さんが安全な食品を安心して消費できるようにするため、農業事務所 

では「米トレーサビリティ法」に基づく米穀集荷事業者への立ち入り検査と「食品  

表示法」に基づく食品販売事業者への立ち入り検査を実施しているほか、産地や生産

者に対する「ＧＡＰ（農業生産工程管理）」の周知と取組の推進、６次産業化に取り  

組む生産者や直売所等に対する「ＨＡＣＣＰ」の周知を実施しています。 

 

４ 農業・農村の有する多面的機能の発揮 

地域共同での農地の多面的機能を支える活動や農地・水路・農道などの質的向上を

図る活動を「多面的機能支払交付金制度」により支援しています。令和３年度までに

山武地域では管内全市町の５７組織で実施されています。 

 

５ 鳥獣被害 

山武地域の野生鳥獣による農作物被害額は、平成２８年度には７６０万円、ピーク

の平成３０年度には被害額が９７０万円に上りましたが、令和２年度には地域の被害

防止等の取組の効果もあり８９０万円に抑えられました。農業事務所では市町の実施

する有害鳥獣の駆除や、地域ぐるみで行う防護柵の敷設などを支援しています。 

 

６ 病害虫・家畜伝染病・自然災害などリスクの増大への対応 

令和３年までに、山武地域の全市町※の水田でスクミリンゴガイ（通称ジャンボ   

タニシ）の発生が確認されており、水稲生育初期の食害による減収が問題化しています。 

また、隣接地域の水系では、水利施設への悪影響や水田作に耕作障害を及ぼすナガ
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エツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイやカワヒバリガイの発生が報告されて  

おり、山武地域への侵入の防止と拡散の防止が喫緊の課題となっています。 

※芝山町では平成３０～令和元年に一部の水田で発生が確認されましたが、早期の防除を実施したことにより、 

令和３年には発生は確認されていません。 

露地野菜では、ネギ黒腐菌核病や  

ニンジンしみ腐病、乾腐病といった連作

による病害が発生し、産地の生産量が 

減少しており問題化しています。 

また、令和３年度には、九州地方の 

産地に大きな被害を与えた「サツマイモ

基腐病」が県内へ苗として持ち込まれ、

サツマイモ生産者に大きな動揺を与え

ました。 

畜産では、令和２年度に高病原性鳥インフルエンザは県内で１３事例の発生が  

あり、うち１件は山武管内の農場でした。令和３年度にも３事例が発生し、いずれも

発生農場ばかりでなく移動制限による近隣農場の経済的打撃が大きいことから、日頃

の各農場における防疫対策と関係機関の連携体制をさらに強化する必要があります。 

自然災害では、令和元年房総半島台風

等の影響による農林業の被害額は  

県全体で合計約７０６億７,８００万円

（水産除く）でした。この台風では  

風水害といった直接的な影響のほか、 

倒木等が原因の停電による営農施設・ 

設備の停止が被害を拡大しました。 

また、強風により破損・倒壊した園芸

用ハウスの復旧などが全て終了するまで 

にはおよそ２年を要しました。 

 

７ 新型コロナウィルス感染症の農業への影響 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、外食を控えたり飲食店に営業の自粛が 

求められたことから、近年の米の消費量減少傾向に加えて業務用米の需要が減少して

令和元年房総半島台風での被害 

水田の取水口に産付けられたスクミリンゴガイの卵
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米価が大きく下落し（農林水産省の令和３年１０月調査では、県産米は対前年比１５

～２０％下落）、多くの稲作農家の経営に影響を与えました。また、催事等の自粛による

花き生産者の売上の減少や、山武地域でも多く経営されているいちごの摘み取り園  

では、消費者の外出自粛により来園者数が伸びず、売り上げに大きく影響しました。 

 

８ 森林・林業を取り巻く状況の変化 

令和２年度における山武地域の森林面積は８,１５８ｈａ、森林率は１９.０％で 

県平均の森林率３０.１％を下回っています。人工林の面積は５,２１８ｈａで、その

割合は６４.０％となっており、県平均の３９.１％を大きく上回っています。 

近年では、記録的な豪雨や台風等の自然災害が頻発しており、森林の持つ国土の  

保全、水源の涵養、地球温暖化の防止といった公益的機能の重要性が増しています。 

このような中、「所有者が不明」「境界が不明確」「管理が適切に行われない」と   

いった森林の増加が問題となっていたことから、林業の成長産業化の実現と森林資源

の適切な管理の両立を図ることを目指し、平成３１年４月に「森林経営管理法」が  

施行され、森林経営管理制度がスタートしました。 

また、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止

等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、平成３１年 

４月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から

森林環境譲与税の譲与が開始されています。 

さらに令和３年には、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大を起因とした  

ウッドショック（木材不足、価格高騰）と呼ばれる現象も起きています。 

森林・林業を取り巻く状況は、近年大きく変化しており、その対応が求められて  

います。 

 

第４節 農業政策の動き 

１ 新たな食料・農業・農村基本計画の公表 

令和２年３月に国が新たに公表した食料・農業・農村基本計画では“消費者や   

実需者ニーズに即した施策”、“食料安全保障の確立と農業・農村の重要性の国民的  

合意形成”、“農業の持続性確保に向けた人材育成・確保と生産基盤の強化に向けた  

施策の展開”、“スマート農業の加速化と農業ＤＸの推進”、“地域政策の総合化と多面



10 

 

的機能の維持・発揮”、“災害や家畜疾病等、気候変動といったリスクへの対応強化”、

“農業・農村の所得増大に向けた施策推進”、“ＳＤＧｓを契機とした持続可能な取組

を後押しする施策”等へ取り組んでいくことが示されました。 

 

２ スマート農業の進展 

前述の食料・農業・農村基本計画に即して、国は今後の農業者の高齢化や労働力不

足に対応しつつ、生産性を向上させ、農業を成長産業にしていくためスマート農業の

社会実装の加速化に取り組んでいくこととしています。 

県も令和２年１２月に「千葉県スマート農業推進方針」を策定。地域の状況を踏ま

え、水稲、施設野菜など営農類型や経営規模等に応じた１７種類の農業経営について、

スマート農業技術を取り入れた将来像を提示しています。 

 

３ 農林水産物・食品の輸出の新たな戦略 

政府の輸出額目標である２０２５年に２兆円、２０３０年に５兆円を達成するため、

令和２年１２月に政府の農林水産業・地域の活力創造本部において「農林水産物・  

食品の輸出拡大実行戦略」が決定され、日本の強みを生かした品目をマーケットイン

の発想で、省庁の垣根を超え政府一体として農林事業者を後押しすることとされ  

ました。 

一方、県では平成２７年７月に「千葉県農林水産物の輸出促進ガイドライン」を  

策定し、“輸出意欲のある産地の掘り起こし”“海外マーケット調査”“ビジネス    

マッチングや試験輸出”“産地の体制整備や輸出拠点整備”に取り組んできました。 

令和４年度以降はこのガイドラインを県農林水産業振興計画に統合し、千葉県の強み

を生かした輸出促進に取り組んでいくこととしています。山武地域においても、令和

３年度までにコメの輸出の取組がはじまっており、令和７年までには年間約３０トン

の輸出が予定されています。 

 

４ ６次産業化・地産地消の推進 

農林漁業者による加工・販売等の「６次産業化」の施策と、地域農林水産物の利用

を促進する「地産地消等」関連施策を総合的に推進することによる農林漁業の振興等

を目指し、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林
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水産物の利用促進に関する法律」（六次産業化・地産地消法）が平成２２年１２月３日

に公布されました。また、平成２３年３月１４日には農林水産省が、農林漁業経営の

改善を図るための農林漁業及び関連事業の総合化並びに地産地消促進に関する施策の

基本的な方針として「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域

の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」を定めました。 

県においても、農林漁業者が自ら取り組む６次産業化の取組を推進することで農林

漁業者の「所得向上」、「経営の安定化」や「農林漁業の魅力向上」などを図るため、

平成２８年３月１６日に「千葉県の農林漁業における６次産業化の推進方策」（県６次

産業化戦略）を策定しました。また、農林業の持続的かつ健全な発展、農山漁村の活

力再生、消費者利益の増進などを目的とした地域農林水産物の利用促進についての計

画「県地産地消促進計画」として「千葉県農林水産業振興計画」を位置づけています。 

 

５ 食育の推進 

令和３年３月に国が公表した「第４次食育推進基本計画」では、ＳＤＧｓ（持続可

能な開発目標）の考え方を踏まえて“生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進”、

“持続可能な食を支える食育の推進”、“「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の

推進”の三つに重点をおいた取組を行うことが示されました。 

県でも令和４年度に策定した「第４次千葉県食育推進計画」により、全国有数の農

林水産業が盛んなわが県の特徴を生かし、生産から食卓まで「食のつながり」を意識

した食育の推進方針を示しています。 

 

６ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に配慮した農業施策の展開 

令和３年５月に国は「みどりの食料システム戦略」を公表し、革新的な技術・生産

体系の順次開発と社会実装により、令和３２年までに農林水産業のＣＯ２ゼロ   

エミッション化の実現、化学農薬や化学肥料の使用量の低減、有機農業の取組面積の

拡大、食品製造業の労働生産性の向上、持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現

等を目指すこととした施策の展開を示しました。 

県においても令和３年１月に策定した「第３次千葉県有機農業推進計画」により、

地球温暖化防止や生物多様性保全に高い効果を示す有機農業を推進する施策の方向性

を示しています。 
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なお、本方針に掲げる施策とＳＤＧｓの目標との関連は次表のとおりです。 

 

 
１７の目標と 

ターゲット 
 

基本施策 

         

 2.3 
2.4 
2.5 

3.9 4.3 
4.4 
4.7 

5.5   8.2 
8.3 
8.5 

9.1 
9.4 

次世代を担う 
人材の育成・確保 

 ○  ○ ○   ○  

農林業の 
成長力の強化 

 ○ ○     ○ ○ 

市場動向を捉えた 
販売力の強化 

 ○  ○    ○ ○ 

地域の特色を生かした 
農村の活性化 

       ○  

災害等への 
危機管理の強化 

 ○       ○ 

 

 
１７の目標と 

ターゲット 
 

基本施策 

        

10.2 11.7 
11.a 
11.b 

12.3 
12.4 
12.5 
12.8 

13.1 
13.3 

14.1 15.1 
15.2 
15.6 
15.8 

 17.17 

次世代を担う 
人材の育成・確保 

○   ○  ○  ○ 

農林業の 
成長力の強化 

  ○ ○ ○ ○  ○ 

市場動向を捉えた 
販売力の強化 

  ○     ○ 

地域の特色を生かした
農村の活性化 

 ○ ○   ○  ○ 

災害等への 
危機管理の強化 

 ○  ○  ○  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


